
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

令和６年度 第１回国保運営協議会

 

 

 

令和６年度 国保運営協議会開催日程（案） 

 

 

 

（１）法令改正などにより開催日の追加若しくは変更の必要性が生じた場合は、改めて日程調整をさ

せていただきます。 

（２）会議は公開とし、市公式サイトや広報を通じて広く周知します。

 
月 日 国保運営協議会

税率検討なし 

（令和４年度実績）
 ４   

 ５   

 ６  

 ７ 18 第1回協議会 

・令和６年度羽村市国民健康保険事業概要(令和５年度事業実

績）　など 

・マイナ保険証関連情報について 

・令和６年度国保運営協議会開催日程（案）について

令和4年7月21日

 ８  

 ９  　 

 10  

 11  

 12  

 １ 30 第2回協議会 

・令和７年度標準保険料率の報告など 

令和5年1月19日 

（書面開催）

 ２   

 ３ 6 第3回協議会　 

・新年度予算（案）報告など 

令和5年3月23日 

資料　３


